
 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. 23 

2025年度「大綱」、提示される！③ 
  

わからないこと・困ったことがあったら･･･   何でも気軽にお問い合わせください！ 

〒８０２－００７２ 小倉北区東篠崎 3丁目４－１ 

E-mail:jtuhokyu@lime.ocn.ne.jp    北九州教育会館 TEL（０９３）９５３－０３８１ 

 

JAPAN  TEACHERS’  UNION    ―教え子を再び戦場に送るなー 

２０２5．１１．7        北九州市教職員組合にゅうす  

 

NO.36 

令和 7年度小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校の教職員の給与改定等の大綱について 

Ⅹ 会計年度任用職員の通勤手当及び通動に係る費用弁償の改正 

1 フルタイムの会計年度任用職員 

(1)自動車等使用者に係る手当の改定 

ア現行の距離区分に係る手当の額の改定常勤教職員の例により改定する。 

イ距離区分の上限の引上げ及び距離区分の新設常勤教職員の例により改正する。 

(2) 駐車場等の利用者に係る通勤手当の改正常勤教職員の例により支給する 

(3) 支給限度額の引上げ常勤教職員の例により改正する。 

2 パートタイムの会計年度任用職員 

(1) 自動車等使用者に係る費用弁償の改定 

ア 現行の距離区分に係る費用弁償の額の改定別紙 6のとおり改定する。 

イ距離区分の上限の引上げ及び距離区分の新設別紙 7のとおり改正する。 

(2) 駐車場等の利用者に係る費用弁償の改正フルタイムの会計年度任用職員の例により支給する。 

(3)支給限度額の引上げ別紙 8のとおり改正する。 

3 実施時期 

令和 8年 4月 1日とする。ただし、1(1) ア及び 2 (1) アについては、令和 7年 4月 1日とする。 

 

XI 会計年度任用職員の宿日直手当及び宿日直手当に相当する報酬の改定 

1 フルタイムの会計年度任用職員  常勤教職員の例により改定する。 

2 パートタイムの会計年度任用職員  フルタイムの会計年度任用職員の例により改定する。 

3 実施時期  令和 7年 4月 1日とする。 

 

XII 会計年度任用職員の勤勉手当の改正 

1 改正内容  別紙 9のとおり改正する。 

2 実施時期  令和 8年 4月 1日とする。 

 

XIII 令和 7年度冬季及び令和 8年度夏季の期末・勤勉手当の支給割合並びに支給日 

1 令和 7年度冬季の期末・勤勉手当について 

(1)支給割合 

ア再任用教職員以外の教職員 

期末手当 100分の 127.5  勤勉手当 100分の 107.5  合計 100分の 235 

イ 再任用教職員 

期末手当 100分の 72.5  勤勉手当 100分の 52.5  合計 100分の 125 

ウ 会計年度任用職員 

期末手当 100分の 127.5  勤勉手当 100分の 107.5  合計 100分の 235 

(2)支給日  令和 7年 12月 10日(水) 

 

2 令和 8年度夏季の期末・勤勉手当について 

(1)支給割合 

ア再任用教職員以外の教職員  

期末手当 100分の 126.25 勤勉手当 100分の 106.25 合計 100分の 232.5 

イ 再任用教職員 

期末手当 100分の 71.25 勤勉手当 100分の 51.25 合計 100分の 122.5 

ウ 会計年度任用職員 

期末手当 100分の 126.25 勤勉手当 100分の 106.25 合計 100分の 232.5 

(2)支給日  令和 8年 6月 30日(火) 

 

XIV 旅費制度の改正 

1 改正内容  別紙 10のとおり改正する。  2 実施時期  令和 8年 4月 1日とする。 

 

 

「大綱」のつづきは NO.37 へ 
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